
柏 崎 市 子 育 て 応 援 券 事 業 実 施 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 結 婚 、 妊 娠 、 出 産 の ス タ イ ル が 多 様 化 す る と と

も に 、 核 家 族 化 が 進 む 中 で 、 子 育 て 世 帯 が 経 済 的 ・ 精 神 的 不 安 を 抱

え て い る こ と に 鑑 み 、有 料 の 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス（ 以 下「 サ ー ビ ス 」

と い う 。）に 利 用 で き る「 か し わ ★ ざ ★ キ ッ ズ ！ ス タ ー チ ケ ッ ト 」（ 以

下 「 ス タ ー チ ケ ッ ト 」 と い う 。） を 交 付 し 、 経 済 支 援 を 行 う こ と に よ

り 、 子 育 て 世 帯 が 安 心 し て 子 ど も を 産 み 育 て ら れ る 環 境 の 充 実 を 図

り 、も っ て 子 育 て し や す い ま ち の 形 成 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  ス タ ー チ ケ ッ ト  １ １ ， ０ ０ ０ 円 分 に 相 当 す る 子 育 て 支 援 サ ー

ビ ス と 交 換 で き る 本 市 が 交 付 す る １ 枚 当 た り ５ ０ ０ 円 ×２ ２ 枚 の

冊 子 に つ づ ら れ た チ ケ ッ ト （ 以 下 、「 紙 チ ケ ッ ト 」 と い う 。） 及 び

本 市 が 交 付 す る ス マ ー ト フ ォ ン 等 に 登 録 し て 利 用 等 す る チ ケ ッ ト

（ 以 下 「 電 子 チ ケ ッ ト 」 と い う 。） を い う 。  

⑵  乳 幼 児  平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 生 ま れ た 者 で 、 事 業 の 年 度

末 の ３ 月 ３ １ 日 ま で に ３ 歳 以 下 の も の を い う 。  

⑶  保 護 者  親 権 を 行 う 者 、 未 成 年 後 見 人 そ の 他 の 者 で 、 前 号 に 規

定 す る 乳 幼 児 を 現 に 監 護 し 、 か つ 、 扶 養 し て い る も の を い う 。  

⑷  サ ー ビ ス 利 用 者  第 ３ 条 で 定 め る 要 件 を 満 た す 者 の う ち 、 市 長

が 適 当 と 認 め た 乳 幼 児 （ 以 下 「 対 象 乳 幼 児 」 と い う 。）、 対 象 乳 幼

児 の 保 護 者 及 び 対 象 乳 幼 児 を 養 育 又 は 保 護 す る 祖 父 母 が 利 用 す る

ス タ ー チ ケ ッ ト に よ り サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け る も の を い う 。  

⑸  登 録 事 業 者  サ ー ビ ス 利 用 者 に 対 し て 、 子 育 て 支 援 等 の 関 連 サ

ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 者 で 、 本 事 業 の 目 的 に 賛 同 し 、 第 １ １ 条 に

定 め る 要 件 を 満 た す も の の う ち 、 第 １ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 登 録

承 認 通 知 書 を 受 け た 事 業 者 を い う 。  

⑹  指 定 事 業 者  イ ン フ ル エ ン ザ 、 お た ふ く 風 邪 な ど の 任 意 予 防 接

種 を 実 施 す る 市 内 の 医 療 機 関 に お い て 、 市 が 指 定 す る 前 号 に 規 定

す る 登 録 事 業 者 を 除 く 事 業 者 を い う 。  



（ サ ー ビ ス 利 用 者 の 要 件 ）  

第 ３ 条  サ ー ビ ス 利 用 者 の 要 件 は 、平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 誕 生 し 、

本 市 に 住 民 票 を 有 す る 乳 幼 児 の い る 家 庭 と す る 。 た だ し 、 対 象 乳 幼

児 が 市 外 に 転 出 し た 場 合 な ど 、サ ー ビ ス 利 用 者 の 要 件 喪 失 日 以 後 は 、

ス タ ー チ ケ ッ ト を 利 用 で き な い も の と す る 。 な お 、 対 象 乳 幼 児 が 市

外 に 転 出 し た 後 に 再 転 入 し た 場 合 、 ス タ ー チ ケ ッ ト の 再 交 付 は 行 わ

な い も の と す る 。  

 （ ス タ ー チ ケ ッ ト の 交 付 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 第 ３ 条 で 定 め る 要 件 を 満 た す 者 の う ち 、 対 象 乳 幼 児

の 保 護 者 に 対 し て ス タ ー チ ケ ッ ト を 交 付 す る 。  

２  ス タ ー チ ケ ッ ト は 、 対 象 乳 幼 児 ご と に 年 度 当 た り １ 回 交 付 す る 。  

３  紙 チ ケ ッ ト を 紛 失 な ど に よ り 無 く し た 場 合 は 、 再 発 行 し な い も の

と す る 。  

４  市 長 は 、 ス タ ー チ ケ ッ ト を 交 付 し た 者 に つ い て 、 柏 崎 市 子 育 て 応

援 券 事 業 交 付 台 帳 に 必 要 事 項 を 記 載 し 、 整 理 す る も の と す る 。  

５  サ ー ビ ス 利 用 者 は 、 ス タ ー チ ケ ッ ト を 交 付 す る に 当 た り 、 紙 チ ケ

ッ ト 又 は 電 子 チ ケ ッ ト の い ず れ か 一 つ を 選 択 す る こ と が で き る 。  

（ ス タ ー チ ケ ッ ト の 有 効 期 間 ）  

第 ５ 条  ス タ ー チ ケ ッ ト の 有 効 期 間 は 、 ス タ ー チ ケ ッ ト が 発 行 さ れ た

年 度 の 翌 年 度 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

（ ス タ ー チ ケ ッ ト の 利 用 範 囲 ）  

第 ６ 条  ス タ ー チ ケ ッ ト は 、 第 １ ３ 条 に 規 定 す る サ ー ビ ス を サ ー ビ ス

利 用 者 が 受 け た 場 合 に お い て 、 そ の 取 引 対 価 の 全 部 又 は 一 部 と し て

利 用 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 電 子 チ ケ ッ ト を 取 扱 う 登 録 事 業 者

が 利 用 で き る 取 引 対 価 を 別 に 定 め る 場 合 、 そ の 定 め た 取 引 対 価 を 利

用 す る も の と す る 。  

２  ス タ ー チ ケ ッ ト は 、 額 面 以 上 の 支 払 に の み 利 用 で き 、 事 業 者 か ら

釣 銭 を 受 け 取 る こ と は で き な い 。  

（ 不 正 利 用 の 禁 止 ）  

第 ７ 条  サ ー ビ ス 利 用 者 は 、 ス タ ー チ ケ ッ ト を 交 換 し 、 譲 渡 し 、 売 買

し 、 対 象 乳 幼 児 の い る 家 庭 以 外 に 対 し て 利 用 し 、 又 は 偽 り そ の 他 不

正 な 行 為 に よ り ス タ ー チ ケ ッ ト を 利 用 し て は な ら な い 。  



（ ス タ ー チ ケ ッ ト の 返 還 ）  

第 ８ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、 交 付 を 受 け た ス タ ー

チ ケ ッ ト を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  第 ３ 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な く な っ た と き 。  

⑵  第 ７ 条 に 規 定 す る 不 正 利 用 が あ っ た と き 。  

（ 電 子 チ ケ ッ ト の 利 用 停 止 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 電 子 チ ケ ッ ト を 利 用 し て い る サ ー ビ ス 利 用 者 が 、 第

８ 条 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、 サ ー ビ ス 利 用 者 に 事 前 に

周 知 す る こ と な く 電 子 チ ケ ッ ト の 利 用 を 停 止 す る こ と が で き る 。  

（ 不 正 利 用 に 係 る ス タ ー チ ケ ッ ト 取 引 対 価 の 支 払 額 の 返 還 ）  

第 １ ０ 条  ス タ ー チ ケ ッ ト の 交 付 を 受 け た 保 護 者 が 、 偽 り そ の 他 不 正

の 行 為 に よ っ て ス タ ー チ ケ ッ ト を 利 用 し 、 既 に 登 録 事 業 者 が 第 ２ １

条 の 規 定 に よ る 精 算 を 受 け て い た 場 合 は 、 当 該 保 護 者 は 当 該 取 引 対

価 の 支 払 額 の 全 部 を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 登 録 事 業 者 の 要 件 ）  

第 １ １ 条  登 録 事 業 者 は 、 市 内 で 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス を 提 供 し て い る

民 間 事 業 者 等 と し 、 経 営 形 態 は 法 人 に 限 定 せ ず 、 任 意 団 体 及 び 個 人

事 業 主 も 含 む も の と す る 。  

２  ス タ ー チ ケ ッ ト の 対 象 と な る サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 者 は 、「 登 録

事 業 者 ・ サ ー ビ ス 内 容 の 承 認 に 関 す る 基 準 」（ 別 添 ）を 満 た す も の と

す る 。  

 （ 指 定 事 業 者 の 要 件 ）  

第 １ ２ 条  指 定 事 業 者 は 、 イ ン フ ル エ ン ザ 、 お た ふ く 風 邪 な ど の 任 意

予 防 接 種 を 実 施 す る 市 内 の 医 療 機 関 と し 、 市 が 指 定 す る 前 条 の 登 録

事 業 者 を 除 く 事 業 者 と す る 。  

（ サ ー ビ ス の 種 類 ）  

第 １ ３ 条  本 事 業 の 対 象 と な る サ ー ビ ス は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る も の と す る 。  

⑴  対 象 乳 幼 児 及 び 対 象 乳 幼 児 の き ょ う だ い が 受 け る 医 療 行 為 （ 医

療 機 関 等 で 販 売 す る 対 象 乳 幼 児 及 び 対 象 乳 幼 児 の き ょ う だ い が 利

用 す る も の を 含 む ）、イ ン フ ル エ ン ザ や お た ふ く 風 邪 な ど の 任 意 予

防 接 種 。 た だ し 、 任 意 の 予 防 接 種 が 定 期 接 種 と な っ た 場 合 は 、 対



象 外 と す る 。  

⑵  子 ど も を 預 か る サ ー ビ ス  

⑶  産 後 の 育 児 ・ 家 事 支 援 （ 調 理 ・ 洗 濯 ・ 掃 除 ） な ど の 養 育 者 を 支

援 す る サ ー ビ ス  

⑷  登 録 事 業 者 が 行 う 対 象 乳 幼 児 が 利 用 す る も の の 販 売  

⑸  登 録 事 業 者 が 行 う 対 象 乳 幼 児 が 利 用 し 、 又 は 養 育 者 が 対 象 乳 幼

児 を 連 れ て 利 用 で き る 飲 食 及 び サ ー ビ ス 等  

⑹  そ の 他 市 長 が 特 に 認 め る サ ー ビ ス  

（ 登 録 事 業 者 の 承 認 ）  

第 １ ４ 条  登 録 事 業 者 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 柏 崎 市 子 育 て 応

援 券 事 業 サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 登 録 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） を 市 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  登 録 事 業 者 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 紙 チ ケ ッ ト 及 び 電 子 チ

ケ ッ ト の 取 扱 い の 可 否 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。  

３  既 に ス タ ー チ ケ ッ ト の 対 象 と な る サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 者 と し

て 承 認 を 受 け て い る 者 が 、 電 子 チ ケ ッ ト を 取 扱 う 登 録 事 業 者 と し て

承 認 を 受 け よ う と す る こ と を 明 ら か に し た と き は 、 前 １ 項 の 規 定 に

よ る 手 続 を 省 略 し 、 電 子 チ ケ ッ ト の 取 扱 い 登 録 事 業 者 と し て 登 録 す

る こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し て 承 認 又

は 不 承 認 を 決 定 し 、 柏 崎 市 子 育 て 応 援 券 事 業 サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 登

録 承 認 （ 不 承 認 ） 通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と

し 、承 認 を 決 定 し た 場 合 は 、登 録 事 業 者 と し て 登 録 す る も の と す る 。  

（ 登 録 事 業 者 の 遵 守 事 項 ）  

第 １ ５ 条  登 録 事 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 す る も の と す る 。  

⑴  本 事 業 の 趣 旨 を 理 解 し 、 適 切 な サ ー ビ ス を 提 供 す る と と も に 、

当 該 サ ー ビ ス 提 供 に 際 し て 利 用 者 の 安 全 を 確 保 す る こ と 。  

⑵  利 用 者 の サ ー ビ ス 利 用 を 促 す と と も に 、 市 長 が 求 め た 場 合 に は

そ の 利 用 記 録 を 開 示 し 、 提 供 す る こ と 。  

⑶  偽 り そ の 他 の 行 為 に よ っ て 不 正 に ス タ ー チ ケ ッ ト の 換 金 を 請 求

し な い こ と 。  

⑷  当 該 利 用 者 以 外 の ス タ ー チ ケ ッ ト の 利 用 や 偽 造 さ れ た ス タ ー チ



ケ ッ ト を 発 見 し た 場 合 は 、 ス タ ー チ ケ ッ ト の 受 理 を 拒 否 す る と と

も に 、 速 や か に 柏 崎 市 に 通 報 す る こ と 。  

⑸  本 事 業 の 効 果 測 定 の た め に 、 市 長 が 実 施 す る 調 査 に 協 力 す る こ

と 。  

（ 調 査 等 ）  

第 １ ６ 条  市 長 は 、 登 録 事 業 者 の 提 供 す る サ ー ビ ス 内 容 に 関 し て 、 必

要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 事 業 者 に 説 明 を 求 め 、 又 は 実 態 を 調

査 す る こ と が で き る 。  

（ 事 業 者 の 登 録 の 取 消 し ）  

第 １ ７ 条  市 長 は 、 登 録 事 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合

に は 、 第 １ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 事 業 者 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き

る 。  

⑴  第 １ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 登 録 事 業 者 の 要 件 を 満 た さ な く な

っ た と き 。  

⑵  第 １ ５ 条 の 規 定 に よ る 登 録 事 業 者 の 遵 守 事 項 に 違 反 し た と き 。  

⑶  前 条 の 規 定 に よ る 調 査 等 を 拒 み 、 妨 げ 、 又 は 忌 避 し た と き 。  

⑷  不 正 の 手 段 に よ り 第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 事 業 者 登 録 を 受 け た こ と が

明 ら か に な っ た と き 。  

⑸  第 ２ １ 条 に 規 定 す る 紙 チ ケ ッ ト の 精 算 に 関 し 不 正 が あ っ た と き 。 

⑹  第 ２ ２ 条 に 規 定 す る 電 子 チ ケ ッ ト の 精 算 に 関 し 不 正 が あ っ た と

き 。  

⑺  そ の 他 登 録 事 業 者 に 公 序 良 俗 に 反 す る 行 為 が あ っ た と き 。  

２  登 録 事 業 者 の 取 消 し は 、 柏 崎 市 子 育 て 応 援 券 事 業 サ ー ビ ス 提 供 事

業 者 登 録 取 消 通 知 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 登 録 事 業 者 の 登 録 事 項 変 更 の 届 出 ）  

第 １ ８ 条  登 録 事 業 者 は 、登 録 事 項 の う ち 対 象 サ ー ビ ス を 変 更 す る と き

は 、 柏 崎 市 子 育 て 応 援 券 事 業 対 象 サ ー ビ ス 変 更 申 請 書 （ 別 記 第 ４ 号

様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し

て 承 認 又 は 不 承 認 を 決 定 し 、 柏 崎 市 子 育 て 応 援 券 事 業 サ ー ビ ス 変 更

承 認 （ 不 承 認 ） 通 知 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す

る 。  



３  登 録 事 業 者 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 対 象 サ ー ビ ス 以 外 の 登 録 事 項 を

変 更 す る と き は 、 柏 崎 市 子 育 て 応 援 券 事 業 サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 登 録

申 請 内 容 変 更 届 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ） に よ り 、 事 前 に そ の 旨 を 市 長 に

届 け 出 る こ と と す る 。  

（ 登 録 事 業 者 の 登 録 抹 消 の 届 出 ）  

第 １ ９ 条  登 録 事 業 者 は 、 登 録 の 抹 消 を 希 望 す る と き は 、 柏 崎 市 子 育

て 応 援 券 事 業 サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 登 録 抹 消 届 （ 別 記 第 ７ 号 様 式 。 以

下「 抹 消 届 」と い う 。）に よ り 、そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 る こ と と す る 。  

（ 登 録 事 業 者 の 登 録 の 抹 消 ）  

第 ２ ０ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 登 録 事

業 者 を 抹 消 す る も の と す る 。  

⑴  前 条 に 規 定 す る 抹 消 届 の 提 出 が あ っ た と き 。  

⑵  第 １ ７ 条 に 規 定 す る 登 録 の 取 消 し を 行 っ た と き 。  

（ 登 録 事 業 者 の 紙 チ ケ ッ ト の 精 算 ）  

第 ２ １ 条  登 録 事 業 者 は 、 提 供 し た サ ー ビ ス の 対 価 の 全 部 又 は 一 部 と

し て 受 領 し た 紙 チ ケ ッ ト の 額 を 、 次 項 に 定 め る 方 法 に よ り 請 求 す る

も の と す る 。  

２  登 録 事 業 者 は 、 事 業 所 名 、 事 業 者 名 、 紙 チ ケ ッ ト の 利 用 月 、 紙 チ

ケ ッ ト の 受 領 額 を 記 載 し た 請 求 書 （ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） に 、 紙 チ ケ ッ

ト か ら 切 り 離 し た 半 券 を 添 え て 、 提 出 す る も の と す る 。  

３  請 求 書 の 提 出 期 限 は 、 紙 チ ケ ッ ト の 利 用 月 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度

の ４ 月 ２ ５ 日 （ 新 潟 県 柏 崎 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 条 例 第

３ １ 号 ） に 規 定 す る 市 の 休 日 に 当 た る と き は 、 そ の 翌 日 ） ま で と す

る 。  

４  市 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 請 求 を 受 け た 金 額 が 適 正 で あ る と 認

め る 場 合 は 、 請 求 書 を 受 領 し た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 登 録 事 業 者 に 対

し て 支 払 を 行 う 。  

（ 登 録 事 業 者 の 電 子 チ ケ ッ ト の 精 算 ）  

第 ２ ２ 条  市 長 は 、 登 録 事 業 者 に お い て 利 用 さ れ た 電 子 チ ケ ッ ト の 毎

月 の 利 用 額 に つ い て 、 電 子 チ ケ ッ ト 管 理 シ ス テ ム に よ り 確 認 し 、 適

当 と 認 め る 場 合 は 、 翌 月 １ ５ 日 （ 新 潟 県 柏 崎 市 の 休 日 を 定 め る 条 例

に 規 定 す る 市 の 休 日 に 当 た る と き は 、 そ の 翌 日 ） 以 内 に 登 録 事 業 者



に 対 し て 支 払 を 行 う 。  

（ 任 意 予 防 接 種 の 費 用 の 償 還 ）  

第 ２ ３ 条  保 護 者 は 、 指 定 事 業 者 が 行 う 第 １ ２ 条 １ 号 に 規 定 す る 任 意

予 防 接 種 を 受 け た 場 合 は 、 一 旦 医 療 機 関 窓 口 で 現 金 を 支 払 い 、 原 則

と し て 翌 月 末 日 ま で に ス タ ー チ ケ ッ ト と 医 療 機 関 の 領 収 書 を 持 参 の

上「 柏 崎 市 子 育 て 応 援 券 事 業 予 防 接 種 費 用 償 還 申 請 書 」（ 別 記 第 ９ 号

様 式 ） に 必 要 事 項 を 記 入 し 、 市 役 所 窓 口 に て 代 金 請 求 を 行 う こ と が

で き る 。  

２  保 護 者 は 、代 金 請 求 を 行 う に 当 た り 、通 帳 又 は キ ャ ッ シ ュ カ ー ド 、

本 人 確 認 書 類 及 び 母 子 健 康 手 帳 を 市 役 所 に 提 示 す る こ と と す る 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 請 求 の 内 容 が 適 正 で あ る と 認 め る 場 合

は 、 申 請 を 受 け た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 当 該 申 請 を し た 保 護 者 に 対 し

て 支 払 を 行 う 。  

（ そ の 他 ）  

第 ２ ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、事 業 の 実 施 に 必 要 な 事 項 は 、

市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ４ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） か ら

施 行 す る 。  

 （ 準 備 行 為 ）  

２  登 録 事 業 者 の 承 認 そ の 他 こ の 要 綱 に 規 定 す る 事 業 を 利 用 さ せ る た

め に 必 要 な 手 続 は 、 施 行 日 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。  

（ 有 効 期 限 ）  

３  こ の 要 綱 は 、 令 和 １ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ

し 、 ス タ ー チ ケ ッ ト に 係 る 代 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 １ ３ 年 ５ 月

３ １ 日 ま で の 間 は 、 こ の 規 定 に よ る 失 効 後 の 柏 崎 市 子 育 て 応 援 券 事

業 実 施 要 綱 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 １ 月 ４ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） か ら 施

行 す る 。  

 （ 準 備 行 為 ）  



２  登 録 事 業 者 の 承 認 そ の 他 こ の 要 綱 に 規 定 す る 事 業 を 利 用 さ せ る た

め に 必 要 な 手 続 は 、 施 行 日 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 残 存 す る 申 請 書 等 は 、 当 分 の 間 そ の ま ま

使 用 し 、 又 は 所 要 の 修 正 を 加 え て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 柏 崎 市 子 育 て 応 援 券 事 業 実 施 要

綱 の 規 定 に よ っ て 既 に な さ れ た 手 続 又 は 提 出 さ れ た 請 求 書 は 、 そ れ

ぞ れ 改 正 後 の 柏 崎 市 子 育 て 応 援 券 事 業 実 施 要 綱 の 規 定 に よ っ て な さ

れ た 手 続 又 は 提 出 さ れ た 請 求 書 と み な す 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 残 存 す る 請 求 書 は 、 当 分 の 間 、 そ の ま ま

使 用 し 、 又 は 所 要 の 修 正 を 加 え て 使 用 す る こ と が で き る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


